




次
の
文
章
を
読
ん
で、
後
の
設
問
に
答
え
よ。
な
お、
設
問
の
都
合
上、
原
文
の一
部
を
改
変
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る。

第
1
問
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問
3

問
2

問
1

(
2)
 

(
l)
 

(
2)
 

(
l)
 

〔
注〕

8
 

7

大
橋
良
介

6
 

5
 

4
 

3
 ス

コ
ッ
ト
に
よ
る に

つ
い
て、

以
下
の
問
い
に
答
え
よ。

ジ
ョ
ー
ン
・

ス
コ
ッ
ト
|
|、
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
学
者。

日
本
の
歴
史
学
者。一

九
四
四
年
S。

一

九
四
一

年
S。

パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
性
—_
|
こ
こ
で
は、

歴
史
全
体
を
略
図
の
よ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
を
い
う。

非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
的

こ
こ
で
は、

論
理
的
思
考
の
方
法
に
則
り
体
系
立
て
て
記
述
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
い
う。

w
．
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

ド
イ
ツ
の
文
芸
批
評
家、

哲
学
者。

E
・

サ
イ
ー
ド

ア
メ
リ
カ
の
文
学
研
究
者、

文
芸
批
評
家。

E
.

H
・

カ
ー

イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
家、

国
際
政
治
学
者。

傍
線
部
(

A
)
「

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か、

本
文
の
内
容
に
即
し
て
説
明
せ
よ。

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か、

本
文
の
内
容
に
即
し
て
説
明
せ
よ。

傍
線
部
(

B
)
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

に
関
し
て、

以
下
の
問
い
に
答
え
よ。

サ
イ
ー
ド
に
よ
る
「
視
座
の
転
換」

の
前
後
に
お
い
て、

西
洋
と
東
洋
の
区
別
に
対
す
る
見
方
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
か、

三
瀬
利
之

日
本
の
哲
学
者。

「
視
座
の
転
換」

一

八
九―
―
年
S
一

九
四
0
年。

一

九
三
五
年
s-
―
0
0
三
年。

一

八
九―
一
年
S
一

九
八
二
年。

は、

そ
の
後
の
歴
史
記
述
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か、

傍
線
部
(

C
)
「

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か、

本
文
の
内
容
に
即
し
て
説
明
せ
よ。

一

九
六
九
年
S。

ま
と
め
よ。

ま
と
め
よ。

5 
--

」
」
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次
の
文
章
を
読
ん
で、
後
の
設
問
に
答
え
よ。
な
お、
設
問
の
都
合
上、
原
文
の一
部
を
改
変
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る。

第
2
問
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問
3

問
2

(
3)
 

(
2)
 

(

l
)
 

問
1

傍
線
部
①
S
⑤
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
せ。

〔
注〕

9

楽
茶
碗
の

8
 

7 5
体
的
に
説
明
せ
よ。

『
普
請
中』

年。
一

五
世
紀
初
め、

中
国
の
明
の
永
楽
帝
が
北
京
遷
都
に
際
し
建
造
し
た
宮
城。

ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
宮

一

七
世
紀
に
フ
ラ
ン
ス
の
王
ル
イ
一

四
世
が
建
造
し
た
宮
殿。

ト
プ
カ
ピ
宮
殿

一

五
世
紀
中
頃
か
ら
一

九
世
紀
中
頃
ま
で
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
君
主
が
居
住
し
た
宮
殿。

宝
石
を
あ
し

一

七
世
紀
に
八
条
宮
家
の
別
邸
と
し
て
建
造
さ
れ
た
も
の。

建
築
群
と
庭
園
か
ら
な
る。

オ
ー
ス
マ
ン
男
爵

一

九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
家、

築
し
た
り
修
理
し
た
り
す
る
こ
と。ら

く
ち
ょ

う

じ

ろ

う

「
景
色」

楽
茶
碗
は
千
利
休
の
創
意
を
受
け
て
楽

長
次
郎
が
始
め
た
楽
焼
の
手
法
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の。

傍
線
部
(
A)
「
仏
教
寺
院
の
五
重
塔」

と
あ
る
が、

説
明
せ
よ。

傍
線
部
(
B)
「
計
画
方
式」

と
傍
線
部
（
C)
「
建
増
し
方
式」

に
関
し
て、

「
計
画
方
式」

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か、

本
文
の
内
容
に
即
し
て
説
明
せ
よ。

「
建
増
し
方
式」

に
は
ど
の
よ
う
な
意
識
が
反
映
さ
れ
て
い
る
か、

説
明
せ
よ。

「
建
増
し
方
式」

6

桂
離
宮

3

紫
禁
城

パ
リ
市
街
の
改
造
計
画
を
推
進
し
た。

森
鴎
外
(
-

八
六一
一
年
S
一

九
ニ―
―
年）

が
一

九
一

0
年
に
発
表
し
た
小
説。

色」

と
は
茶
碗
の
外
側
を
め
ぐ
る
う
わ
薬
の
発
色
で
向
き
に
よ
っ
て
異
な
る
複
雑
な
姿
を
い
う。

日
本
の
宗
教
的
建
築
に
お
け
る
五
重
塔
の
位
置
づ
け
を
本
文
の
内
容
に
即
し
て
具
体
的
に

以
下
の
問
い
に
答
え
よ。

「
計
画
方
式」

に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
意
識
と
の
違
い
が
わ
か
る
よ
う
に

の
思
想
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か、

建
築
以
外
で
象
徴
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
も
の
を
本
文
中
か
ら
挙
げ
な
が
ら、

具

ら
っ
た
豪
華
な
宝
飾
品
が
多
か
っ
た。

2

イ
ル
・

ド
ゥ
・

フ
ラ
ン
ス

フ
ラ
ン
ス
の
パ
リ
盆
地
中
央
部
の
地
方。

コ
ン
ス
タ
ブ
ル

一

九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
を
代
表
す
る
風
景
画
家。
一

七
七
六
年
S
一

八
三
七
年。

（
加
藤
周

一

八
0
九
年
S
一

八
九
一

「
普
請」

『
日
本
文
化
に
お
け
る
時
間
と
空
間』

に
よ
る）

と
は
家
を
建

「
景

- 11 - - 10 -

１

nyusi
テキストボックス
著作権処理中

nyusi
テキストボックス
著作権処理中

nyusi
テキストボックス
著作権処理中

nyusi
テキストボックス
著作権処理中

nyusi
テキストボックス
著作権処理中

nyusi
テキストボックス
著作権処理中

nyusi
テキストボックス
著作権処理中

nyusi
テキストボックス
著作権処理中



〔

注
〕

第
3
問

，

 

8

う
れ

7 6
 

5
 

よ
し
丸

人
名。

4

笥

枝
の
先。な

が
の
い

み

き

お

き

ま
ろ

長

忌
寸
意
吉
麿
を
指
す。

食
べ

物
を
盛
る
器。

3

ま
さ
し
く

祈
っ
た
と
お
り
に
無
事
で。

2
 

第
3
問、

浜
松
が
枝
を
…
…

当
時、

松
の
小
枝
を
結
ん
で
無
事
な
ど
を
祈
る
習
俗
が
あ
っ
た。

手
向
け

神
仏
に
捧
げ
物
を
供
え
る
こ
と。

こ
こ
で
は、

捧
げ
物
を
供
え
て
無
事
を
祈
る
こ
と
と
い
う
意
ま
で
も
含
ん
で

い
る。

下―
一
段
活
用
動
詞
「
手
向
く」

の
連
用
形
が
名
詞
化
し
た
も
の。

し
ら
な
み
の•
…••

紀
の
国
で
川
島
皇
子
（
六
五
七
＼
六
九
一

年）

が
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
歌。

大
宝
元
年

七
0
一

年。

岩
代

紀
の
国
中
部
に
あ
る
浜
辺
あ
た
り
の
地
名。

第
4
問
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
か
一

方
を
選
択
し
て
解
答
せ
よ。

次
の
文
章
は、

歌
論
壽
『
俊
頼
髄
脳』

（
源
俊
頼
『
俊
頼
髄
脳』

に
よ
る。

一

部
改
変）

の
一

節
で、

冒
頭
の
有
間
皇
子
（
六
四
O
S
六
五
八
年）

作
の
歌
に
ま
つ
わ
る
話
が
展

開
さ
れ
て
い
る。

こ
れ
を
読
ん
で、

後
の
設
問
に
答
え
よ。

（
選
択）
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（
井
上
一

鴫
「
遊
鳴
門
記」

に
よ
る）

送
り

仮
名
を
省
略
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る 。

第
4
問

第
3
問 、

（
選
択）

以
下
の
旅
行
記
を
読
ん
で
後
の
設
問
に
答
え
よ 。

な
お、

第
4
問
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
か一
方
を
選
択
し
て
解
答
せ
よ 。出

題
の
都
合
上 、

原
文
を
省
略

・

改
変
し
た
と
こ
ろ
や 、

返
り

点
と
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